
流特性が新薬と多少異なるため、新薬メーカーとともにジェネリック医薬品メーカーも、

調査対象に含めている。調査対象は、新薬メーカー5社とジェネリック医薬品メ ーカー1社、

そして 3PL事業者 6社である。調査先各社の希望によって会社の実名を公表することは難

しい。このため、本章では仮名を使って各調査先に対する ヒアリング調査の分析結果を説

明する。（表 4-3参照）。

表 4-3 調査先の関連情報

社名 対応部署 物流の特徴

新薬メーカー（5社）

A社 医薬品事業部 －新薬医薬品の製造販売

－物流業務の完全外部委託

メーカー Bネ土 プライマリーケア事 －新薬医薬品の製造販売

業本部 －物流業務の完全外部委託

C社 営業所 －新薬医薬品の製造販売

－物流業務の完全外部委託

Dt土 製造部 －新薬医薬品の製造販売

－物流業務の完全外部委託

E社 総務課 －新薬医薬品の製造販売

－自社の物流センターから医薬品卸売

業者までの輸送業務のみ医薬品専

門の運輸会社に委託

ジェネリ ック医薬品（1社）

F宇土 広報室 －ジェネリック医薬品の製造販売

－物流業務の完全外部委託

G宇土 メディカノレ物流ユニ －総合物流業者

ット －医薬品荷主企業： 1社

H宇土 倉庫事業部 ・総合物流業者

－医薬品荷主企業： 32社

－医薬品物流拠点：計 20ヵ所

I社 営業部 －総合物流圏内最大手

－医薬品荷主企業： 1社

3PL －扱う医薬品：輸液 1種

J社 営業本部 －倉庫業、貨物自動車運送事業、貨物

運送取扱業など

・医薬品荷主企業： 10社

－医薬品物流拠点 ：計 13ヵ所
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Kt土 業務本部 －総合物流業者

・医薬品荷主企業：一

－医薬品物流拠点：一

L社 営業推進課 －総合物流業者

－医薬品荷主企業： 1社

－扱う医薬品：ジェネリ ック医薬品

4.2 調査項目の設定

今回の質問内容に関しては、医薬品メーカー物流の諸課題に基づいて、それぞれ調査項

目を作成した。医薬品メーカー物流の課題としてよく言われているのが、医薬品の安定供

給、リードタイムの短縮、厳格な品質管理、在庫削減や積載率の向上などが挙げられる。

このような諸課題に対して、調査先で課題の改善に向けた取り組みを明らかにするために、

以下のような質問項目を作成した（表 4-4参照）。

表 4-4 ヒアリング調査の質問項目

課題 質問内容

Ql.医薬品メーカー、もしくはメーカ一物流を担う 3PL事業者において、

安定供給 医薬品の安定供給は使命であり、永遠のテーマで、もあるが、医薬品の

安定供給を確保するためにどのような体制をとっているのか。

Q2.日本は地震が多い国で、災害時でも医薬品を迅速かっ安定的に供給す

るために、どのような物流体制を構築しているのか。

リードタイム Q3.リードタイムを短縮するために、どのような輸送システムを構築し、

の短縮 またピッキングや検品といった庫内作業の効率を向上させるためにど

のように取り組んでいるのか。

Q4.医薬品の品質管理において一番難しいことが温度管理であると聞い

品質管理 ているが、どのように対応しているのか。倉庫や物流センター内と輸

送途中でそれぞれどのように温度管理を行っているのか。

QS.医薬品メーカーが物流業務を外部委託する際に懸念されているのが

物流の可視化 セキュリティの保護や、 トレーサビリティ管理の問題、そして委託会

社との情報共有と情報交換の問題であると聞いているが、（医薬品メー

カーもしくは 3PL事業者では）どのように対応しているのか。

Q6.東日本大震災後、医薬品メーカーでは災害時における安定供給体制の

一環として在庫を分散する傾向があると聞いているが、在庫の分散化

在庫削減 は過剰在庫を引き起こす恐れがある。欠品を防止して安定供給を確保

する同時に、過剰在庫の発生を防ぐためにどのような体制をとってい

るのか。
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Q7.より厳密な在庫量を把握し、医薬品の使用期限とロケーションを管理

するために、どのような在庫管理システムを活用しているのか。

5 ヒアリング調査の分析結果

本節は、医薬品メーカ一物流の効率化を実現することにおいて改善すべき諸課題に対し

て、各調査先で取り組んでいる仕組みについて分析した結果を明らかにする。

第 4節で整理した質問項目どおりに、各医薬品メーカーと 3PL事業者に対してヒアリン

グ調査を行った結果、同じ課題に対する各社の対応方法は、共通のところもあれば、独自

なものもあった。

本節では、調査先のこのような様々な取り組みの中で、医薬品メーカー物流の諸課題に

改善効果があると考える取り組みを選択して明らかにする。多くの調査先で取り組んでい

る一般性の言える方法も、特定の医薬品メーカーや 3PL事業者のみ導入している特殊性を

持つ方法も、いずれも今回の調査でその有効性が明らかにされているため、医薬品メーカ

一物流の高度化と効率化を実現することにおいて、一つの方向性を示していることは間違

いない。

5. 1 BCP対策の構築とジェネリック医薬品の欠品防止

(1) 在庫の分散化によるリスクマネジメント

東日本大震災後、医薬品業界各社は災害時にも重要な業務が中断しないように事業継続

計画（Businesscontinuity planning、以下 BCPと略）の構築に積極的に取り組んできた。

医薬品メーカーとしての本格的な BCP対策の一つが、医薬品の安定供給のための「生産拠

点の分散化Jである。しかし、生産拠点の分散化には巨額の投資と、相当の時間が必要と

なる。生産拠点を複数抱えると、生産工場や高価な生産設備を複数備えなければならない

が、これには膨大な初期投資が必要となり、また医薬品の需要変動によって、事業の撤退

を余儀なくされたりする場合、負債として圧し掛かることになる叱

今回調査した J社もこのような問題を抱えている。 J社は医薬品メーカー Jグループの

物流子会社である。同グループ。の生産拠点、は北海道に 1ヵ所、富山に 1ヵ所、四国に 2カ

所、既に 4つの工場を持っており、市場へ十分に対応することができている。災害時を備

えてさ らに工場を新設するには投資リスクが高すぎる。しかし、現在は四国の徳島工場で

約 8割の医薬品を生産しているため、万が一徳島に災害が発生した場合、医薬品の供給が

中断してしまう可能性が高い。徳島工場で生産している医薬品は基礎治療薬であるため、

欠品は許されない。

このため、同グループにとって、し、かに投資リスクを回避する同時に、 BCP対策を構築し

て医薬品の安定供給を維持するかが喫緊の課題となっている。同グループで、は「生産拠点

を分散させるのではなく、物流でカバーするJ対策をとるようにした。同グループ。は、徳、

48 流通研究社［2013b],42ページ。
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島工場周辺に集中して保管していた在庫を、全国 14ヵ所の物流拠点に分散させた。このよ

うにして、新たな工場を建設しなくても、たとえ現在の工場が被災しても、工場が復旧し

て医薬品を生産できるまで、各物流拠点で保管している医薬品で対応することができ、災

害時にも医薬品の供給を継続可能にする体制を構築したのである490 

そして、物流拠点を建設する際にも、災害時の対応ができるように立地条件を重要視し

て選定している。 Jグツレープの物流業務は、 J社が一括管理している。 J社は医薬品物流

のリスク対応を強化するために、 2015年に関西に新たな物流センターを建設した。この新

たな物流センターは内陸部に設置しているが、大阪湾沿岸や淀川沿いよりも地盤が堅固で

災害の危険性が少なく、都市圏に近く西日本全体へのアクセスがよいといった理由でこの

内陸部を選択した。また、中国道が寸断されても、瀬戸内側・日本海側の両ルートを迂回

路として選択できるため、こうした災害リスクへの対応力を重視して物流センターの立地

を決めている。陸送で 2ルートを用意しているのに加え、内航船利用でも日本海ノレートと

太平洋ノレートを確保している500 

このように、 Jグループでは生産拠点を多く抱えるより、物流拠点を全国に配置するこ

とで、初期投資を削減する同時に BCP対策の構築も実現している。また、 BCP対策として在

庫の分散化、輸送ルートの多様化、物流センターの適切な立地などを行ない、災害時でも

医薬品の安定供給ができる物流体制が形成されている。

(2) 多様な情報の一元管理による需要予測精度の向上

ジェネリック医薬品は新薬と比べて欠品が発生しやすい。その理由として、原薬の供給

不足で医薬品の生産ができないか、市場の医薬品需要の変動が激しいため既存の在庫で対

応できなくなることが考えられる。

原薬不足を回避するために、ジェネリック医薬品メーカーでは複数の原薬供給先を確保

することで対応している。しかし、ジェネリック医薬品の原薬は海外で調達する場合が多

く、また調達に時間がかかるため、年間の需要量を把握して原薬の一年間分を安定的に供

給してもらう原薬供給者を探すことが極めて重要である。このため、ジェネリック医薬品

メーカーは医薬品の年間の需要量をより正確に把握して、そこから必要な原薬の需要計画

を立てなければならない。つまり、ジェネリック医薬品メーカーにおいては、医薬品の欠

品を出さないためには、新薬メーカーよりも需要予測の精度を高めることが求められてい

る。

また、ジェネリック医薬品は新薬よりも多くの医薬品メーカーが生産しているため、医

療現場や調剤薬局にとってみれば、同薬効のジェネリック医薬品の中で選択可能な医薬品

が多く、 一方ジェネリック医薬品メーカーにとってみれば、このことは市場の需要変動が

大きいことを意味する。このため、ジェネリック医薬品メーカーにおいては、医療現場と

49 流通研究社［2013b],42ベージ。

50 流通研究社［2013b],43-45ページ。

41 



調剤薬局といった医薬品の消費現場の情報を獲得することが極めて重要となる。

ジェネリック医薬品の年間需要量と消費現場の情報をより正確に把握するために、ジェ

ネリック医薬品メーカーの F社は自社の販売実績だけではなく、医薬品卸売業者の販売実

績、さらには日々自社の医薬情報担当者（MedicalRepresentative、以下回と略）と各病院

の医師との情報交換内容など、入手できる情報を全て数値化や文章化したうえで分析を行

っている。そして分析結果と長年の経験、さらには気候の変化や特別な事情など、予測で

きるあらゆる情報を考慮して次年度の需要を予測する。

同社で需要予測に利用している数値化や文章化した情報として、自社の販売実績と医薬

品卸売業者の販売実績、そして MRと医師の情報交換報告書などがある。自社の販売実績や

在庫状況などによる需要予測は多くの企業で一般的に使われる方法であるが、販売実績と

在庫状況をどこまで正確に把握するかによって、予測の精度が変わる。

F社は、販売実績と在庫状況を正確に把握するために、受発注情報を一元管理している。

同社の医薬品は千葉県の 2工場で生産し、埼玉県の物流センターで一括して保管している。

そして、埼玉県の物流センターから全国各地に設置されている 20ヵ所の営業所を経由して

医薬品卸売業者に届けている。各地域の医薬品の需要情報をリアノレタイムで把握するため

に、同社は医薬品の受発注業務を本社で一元管理している。つまり、本社で全国の医薬品

卸売業者からの注文を受けてから、埼玉県の物流センターに出荷指示を出す。こうして、

本社ではどの医薬品がいつごろ、どの地域でどれほど販売しているかといった情報を随時

に把握することができる。そして、販売実績の変動状況を生産部門に伝達し、生産部門で

速やかに生産量を調整することで、過剰在庫と欠品を防ぐことができる。

自社の販売情報も重要であるが、消費市場に近い医薬品卸売業者の販売状況を把握する

ことが、市場の動向をより正確に把握するうえで重要である。医薬品業界ではトレーサピ

リティ管理の一環として、 JDNET (Japan Drug NET workの略） 51といったデータ交換シス

テムを利用して、医薬品卸売業者から各病院や調剤薬局へ販売した医薬品の薬名や数量な

どの情報を受けている。 F社はこの情報を需要予測にも活用している。実際の消費市場と近

い医薬品卸売業者の各地域の販売実績から、当該地域の需要をより正確に把握することが

できる。

そのほか、需要予測で最も重要な情報として、実際の消費現場の情報が挙げられる。た

だし、医薬品業界では、実際に医薬品を販売もしくは消費する医療現場や調剤薬局は、医

薬品メーカーの販売代理店にはならないため、直接に医薬品メーカーと医薬品の利用状況

や販売実績に関して情報共有をすることはできない。特に、病院では各部門間の医薬品使

用と保管情報に関して情報の共有や交換ができていないところが多い。このため、医薬品

メーカーが医薬品の使用情報を得ることは不可能である。

しかし、ジェネリ ック医薬品は新薬より需要の変動が大きい。特に 2年に l回薬価改定

51 JD-NET (Japan Drug NET work）は、医薬品業界データ交換システムで、医薬品メーカーと医薬品卸売業者

の間で受発注データをオンライン・ネットワークで交換するシステムである。丹野他［2014]'121ページ。
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が行う際には需要の変動がもっと激しくなる。解約によって需要量が減少することは、事

前に病院や調剤薬局から正式に連絡をもらう場合が多いが、新規で契約することは 4月に

ならないと正確に把握できない場合も少なくない。このため、 4月に新規の顧客が急増して

医薬品の需要量も大きく増加するが、医薬品の在庫がないとか、原薬の緊急調達ができな

くて医薬品の生産ができないため欠品を出してしまう。ここで、次年度の新規契約情報を

事前に正確に把握することが、ジェネリック医薬品メーカーが医薬品の安定供給を維持す

るために重要な情報源となる。 F社は MRと医師の情報交換内容に基づいて新規契約がある

かどうかを事前に予測している。同社の MRは日々医師に医薬品情報を提供しているが、ど

のような医薬品に関してどの病院のどの医師にどのような情報を提供し、さらに医師の反

応や、 医薬品に関する関心などについても報告書を作成して会社に提出している。次年度

の医薬品の生産計画を立てる 2月や 3月になると、本社はこの報告書の内容も考慮して新

たに新規で購入があるかどうかを判断する。

このように、 F社は本社で受発注情報を一元管理することで、各地域の医薬品の需要変動

を随時に把握し、また医薬品の実際の消費現場と近い医薬品卸売業者の販売情報を利用し

て、より正確な需要予測を実現している。さらに実際に医薬品使用の主導権を握っている

医師とのコミュニケーション内容を活用して、需要予測の正確性を一層高めている。

(3) 柔軟な在庫調整による欠品防止

ジェネリック医薬品はそもそも市場の需要量が多くないことや、競争が激しく需要の変

動が大きいことから、ジェネリ ック医薬品メーカーでは在庫リスクを避けるために、生産

量を増加しないのが一般的である。しかし、 医療現場や調剤薬局といった市場が安定供給

への要請は極めて高い。このため、医薬品メーカーにおいてはより適正な需要予測を行い、

また市場の変動に迅速に対応できるように、情報の獲得とその情報を生産と医薬品の供給

に反映することが重要である。

一方、医薬品メーカーの物流を担う 3PL事業者においては、医薬品メーカーの限られた

在庫を欠品することなしに市場に供給できる物流体制を構築することが大きな役割である。

そこで 3PL事業者の G社は、在庫の分散保管と保管場所間の定期便を活用して、医薬品メ

ーカーの医薬品の在庫削減と欠品防止、さらに輸送コストの削減まで同時に実現した。

同社が扱っているジェネ リック医薬品は、関東地域と関西地域とも需要がある。このた

め、在庫を関東や関西とちらか lヵ所に集約すると、在庫を確保していない側は、注文が

入ったとき在庫を持っている方から医薬品を調達しなければならず、リードタイムが長く

なってしまう。また、在庫を 1ヵ所に集約して保管すると、被災時に予備の医薬品がない

ため、欠品を起こしてしまう。 G社では在庫を東西に分散して保管することを決めた。

しかし、 G社で、扱っているジェネリ ック医薬品は在庫が限られている。G社に物流業務を

委託している医薬品メーカーと契約している病院や調剤薬局が、他のジェネリック医薬品

メーカーとの契約を打切ったため、 G社で、扱っている医薬品の需要量が急増する。このため
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1ヵ所の在庫では対応できなくなることがある。この場合、新たに工場で生産して不足分を

補充するにはリードタイムが長くなる。このため、同社はもう lヵ所の保管場所から当該

医薬品を調達する方法で東西の需要変動に対応することにした。

ここで問題となるのが輸送コストである。ジェネリック医薬品は新薬と比べて薬価自体

が安いため、物流コスト対応力は弱い。さらに、ジェネリック医薬品は需要が多くないた

め、一回の補充分だけトラックを満車にすることは極めて難しく、輸送効率が悪い。この

ため、いかに東西両物流センターの在庫を調整するための輸送コストを抑えるかが大きい

課題となる。

同社で、扱っている医薬品はジェネリック医薬品のみではなく新薬もある。同社に物流を

委託している医薬品メーカーの各工場で生産する医薬品の種類が異なっているため、 G社の

両物流センターでは毎日新薬の調達便が往復している。そこで、同社が考えた対策は、こ

の新薬の定期便にジェネリック医薬品の補充分を積載することである。ジェネリック医薬

品は両物流センターともある程度の在庫を抱えているため、需要が急増した際に、 1ヵ所の

拠点で不足する分のみ調達すればよいので、調達の量は特に多くない。このため、新薬の

定期便に詰め込むことは十分可能である。そして、ジェネリック医薬品の補充分を新薬の

定期便に混載することで、ジェネリック医薬品の単位当りの輸送コストを削減しただけで

はなく、 トラックの積載率を高めることで、新薬の単位当りの輸送コストも削減できるよ

うになった。

このように、 G社は関東と関西の物流センターと、両センターを往復する新薬の定期便を

利用して、在庫が限られたジェネリック医薬品の欠品防止とコスト削減のトレード・オフ

関係を改善したのである。

5.2 作業効率の向上と誤配防止によるリードタイムの短縮

(1) 高度な機械化による物流センター内の作業効率の向上

医薬品流通の各段階で在庫削減を行うことによって、医薬品メーカーにも翌日配送が求

められるようになった。リードタイムを短縮するには、出荷準備作業の効率を向上させる

ことが有効である。

物流センター内の出荷準備作業の生産性を高めるため、 J社では iPadを現場の作業に導

入した。従来作業員遣は先にピッキングリストを印刷し、そのリストに従ってピッキング

作業を行っていた。それが、 iPadでピッキング作業指示を受けるようになったことで、事

前にリストを印刷する手間と時聞が省かれ、業務の効率化を図ることができる。また、管

理者と現場の作業員がリアノレタイムで情報を交換することができ、現場で人手不足などの

問題が発生した場合、迅速に対応することが可能となった。さらに、業務実績がデ、ジタル

データで記録され可視化できるため、これらの情報を用いてピッキング作業の所要時間、

作業単価などが数値化でき、事業所間で、ベンチマークし改善に役立てることができ、作業

効率の向上に役立つている。iPadはハンディターミナルに比べ堅牢性には劣るものの、本
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体価格が安く、また Wi-Fi通信が利用できるため自前の無線 LAN設備が不要など、

が大幅に削減で、きる52。

また、 G社は作業の機械化を進めることで、作業効率を高めている。同社が扱っている医

薬品は、 9割以上がパレットやケース単位の出荷であるため、作業員がピッキング作業や ト

コス ト

ラックに積み込む作業を行うと、 作業員の業務負荷が大きくなる同時に作業のスピードが

遅れてしまう。つまり 出荷作業の所要時間が長くなり、結局リードタイムが伸びてしまう。

G社は作業の効率を高めるために、自社のパラ出荷が少ない出荷作業の特徴を生かして、

庫内作業の機械化を進めた。パレット単位とケース単位の医薬品は、 倉庫内での運搬の効

率を高め、 また保管スペースを節約するために、 立体自動倉庫で保管している。 出荷する

際には、 トラックローダーや伸縮ベノレ トコンベアで直接に トラック荷台の奥まで積み込む。

このように、パレットやケース単位の出荷商品のピッキング作業をすべて自動化すること

によって、 作業員の作業負荷を軽減する同時に、 作業スピー ドも向上させた。また、 配送

の順序と逆の順序で荷物をトラ ックに積み込むことで、各顧客の納品先での荷下ろ し作業

の効率も向上させ、リー ドタイムの短縮を図った（図 4-4参照） 53 0 

司
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出所 ：G社の社内資料を基に作成。

52流通研究社［2013a],36ページ。

53パレッ ト系トラックローダーは、パレット単位で積み込まれた荷を トラックから荷下ろし（積み込みも）

する装置である。伸縮ベル トコンベアは、出荷する荷をトラックへ積み込むためのコンベアで、 トラッ

ク荷台の奥にまで入って、配送順とは逆の順序で積み込む。G社の社内資料より。
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の校正を行うことで確認の正確性を確保している。保管場所の温度が外部の温度変化に影

響されないようにドアを閉めているため、常に温度計の温度を確認することが難しい。こ

こで同社は保管場所の外側に警報装置を設置し、この警報装置と保管場所内の温度計を連

携させている。温度計は 2℃～8℃まで設定されており、この温度帯をはみ出ると警報装置

の警報が鳴ることになっている。

2°C～8℃といった保管温度の許容範囲が狭い分、同社は情報システムを利用した温度確

認以外に、作業員による二重確認を行っている。 20℃の常温倉庫は、 1日に 8回の温度確認

を行うのに対し、 2℃～8℃の保冷室は l日に 10回の温度確認が行なわれている。そして、

毎回確認した温度と、温度確認を行った作業員をチェツクシートに記録する。このように、

日々の温度確認を徹底的に行うことで、医薬品が確実に適切な温度帯で管理されるように

している。また、万一保管場所の温度が指定された温度帯をはみ出した場合は、チェツク

シートにより温度確認を行った作業員に当時の状況を聞き取ることで、問題の発生原因を

確認して、より適切な対応方法を探るようにしている。

以上のように、各社ではエアコンの利用や多重な確認作業を行うことで、保管場所での

医薬品の温度管理を徹底している。ただし、医薬品ごとに常に指定された温度帯で保管す

るためには、 24時間 365日常にエアコンを稼働させなければならないし、停電時に備えて

自家発電設備を設置するなど、多額な設備投資と電気代がかかる。このため、医薬品を扱

うメーカーや 3PL事業者にとって、いかにこのような多額な投資と日々の温度維持コスト

を回収するかが課題となっている。

(2) 保冷ボックスを利用した輸送途中での温度維持

医薬品の温度管理において課題となるのは輸送途中の温度維持である。 3PL事業者の H社

は業務範囲が全国をカバーしている。同社にとって一番大きい課題は、気温がマイナスま

で低下する冬の東北と北海道において、医薬品が凍らないように輸送できるかである。同

社はトラックに加温器と加湿器を設置して温度と湿度を維持しているが、物流センターで

医薬品をトラックに積み込むときや、ターミナルでトラックの扉が開閉する際に外気がト

ラックに入り込んで、しまい、一時的に指定の温度帯を逸脱する可能性があり得る。

一つの対応方法として、同社は保冷ボックスを利用している。同社は他社と共同で保冷

ボックスを開発したが、医薬品を物流センターの保管場所で保冷ボックスに入れ、そのま

まトラックに積み込む。こうすれば、保冷ボックスに入れられた医薬品は、外部の気温の

影響を受けることなく、求められる温度を維持しながら H社の物流センターから納品先ま

で輸送することが出来る。

しかし、保冷ボックスを利用した輸送はその分コストが高くなる。このため、同社は極

めてシビアな温度管理を求めている治験薬の輸送で、顧客から要望があるときのみ保冷ボ

ックスを利用している。

47 



(3) 情報システムを活用したトレーサピリティ管理

医薬品の安全性管理において、温度や湿度管理のほかにトレーサビリティ管理も極めて

重要である。医薬品の品質に問題が発生した場合、当該医薬品がどこにどれほど保管され

ているかを迅速に確認するとともに、それを出荷しないようにすることが重要となる。こ

こで医薬品のロケーション管理が重要なポイントとなる。

3PL事業者の L社は、自社で開発した倉庫管理システム（WarehouseManagement System、

以下剛Sと略）を利用して医薬品のロケーションを管理し、出荷禁止になった医薬品の確認

と、出荷禁止の指示を作業現場に送っている。同社は医薬品メーカーから医薬品の出荷禁

止の指示を受けたら、 5分以内に WMSで当該医薬品のピッキング作業を停止させる。同社の

WMSで出荷禁止の指示が出された医薬品は、ピッキング用のハンディターミナルでスキャン

しても情報が取れなくなる。つまり WMSで当該医薬品はピッキングできないように設定さ

れ、現場で、間違って出荷することを防いでいる。

H社でもこれと類似した管理システムを導入している。出荷停止となった医薬品があれば、

同社の WMSは医薬品メーカーから出荷停止情報を受信した 5秒以内に、自社の物流センタ

ーで当該医薬品の引き当てができないように設定している。また、作業員のミスで当該医

薬品が出荷することを防ぐために、システムで出荷停止を設定する同時に、従来の保管場

所から出荷停止医薬品が保管されている場所に移動し、出荷可能な医薬品と隔離する。さ

らに、ピッキング作業が終わって、出荷検品を行う際に、出荷停止医薬品が間違ってピッ

クアップされていないのかを再度確認する。このように、副作用や使用期限の問題などで

出荷停止になった医薬品は、①情報システムで管理する、②保管場所を分ける、③出荷検

品で確認する、といった出荷準備の各工程でそれぞれ対策をとることで、当該医薬品を確

実に出荷しないようにしている。このように、 H社では情報管理システムと人による多重チ

ェックを行うことで、安全な医薬品の供給を確保している。

5.4 情報の提供と業務の監督による物流の可視化

(1) 作業状況の文書化

医薬品メーカーと物流事業者間の物流の可視化問題を解決することにおいて、保管や輸

送途中の医薬品の管理状況と従業員の作業状況を正確に医薬品メーカーに伝わることが重

要である。そのために、今回調査した 3PL事業者の各社は、医薬品の管理状況を文書化し

て各医薬品メーカーに提供している。

医薬品は適正製造規範（GoodManufacturing Practice、以下 GMPと略） 54によって商品そ

れぞれの管理基準と作業手順が決まっている。このため、医薬品の管理を担当する物流事

54 医薬品メーカーは薬の開発から製造、販売、流通の過程で様々な規制を受けているが、日常、最も配慮

しなければならない規制に「医薬品の製造管理及び品質に関する規制」と「薬局等構造設備規制Jがあ

る。これらの規制はGMPとも呼ばれ、医薬品メーカーにはその順守が義務付けられている。 GMP基準に

掲げられる基本要件は、①製造段階における人為的な誤りを最小限にすること、②汚染及び品質低下を

防止すること、 ③より高度な品質を保証するシステムを設計することである。荒川［2010]'144ベージ。
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業者は、 GMP基準を基に医薬品の特性や保管場所の特徴、そして医薬品メーカーの要望など

によって各自手順書を作成し、常にこのような手順に従って作業を行う。

3PL事業者の G社で作成した手順書は、作業手順、温度管理、作業員教育の状況などが確

認できる。そして、確実にこの手順書に従って作業を行っているかどうかを確認できる確

認用紙を作成し、手順書によって作業工程一つ一つに担当者がサインする仕組みになって

いる。同社はこの手順書を 1年間保管しており、医薬品メーカーが物流センターを監査す

る際に、この確認用紙に基づいて作業のトレーサピリティを行うようにしている。

また、 3PL事業者の K社はこの手順書を商品ごとに作成している。医薬品ごとに温度や湿

度、扱う際に注意すべき点などが異なる。同社は各医薬品のこのような特徴と、自社物流

センターから届け先までの所要時問、輸送途中で荷物の積み替えのためのトラック扉の開

閉回数、経由するターミナノレの気温などあらゆる情報を基に分析して、当該医薬品を扱う

手順と温度確認時点などを医薬品ごとに決める。そして、この手順書を自社の情報システ

ムに登録し、この情報システムを医薬品メーカーと、当該医薬品メーカーの顧客の情報シ

ステムと連携して医薬品の管理状況を公開する。また、倉庫と輸送途中各時点での温度確

認状況は、医薬品メーカーの要望によって提供することができる。

このように、医薬品メーカーの物流業務を担う 3PL事業者は、業務をシステム化するこ

とによって作業の標準化を実現し、またその作業の状況を確認用紙や情報システムを通し

て医薬品メーカーに提供している。これによって、医薬品メーカーは現場の作業の流れと

作業の状況を確認することができる。

(2) 従業員による現場監査

医薬品メーカーと物流事業者間の物流の可視化問題を解決するためには、医薬品メーカ

ーや物流事業者どちらかの努力だけではなく、両方の協力が必要となる。物流事業者は現

場での作業状況が分かるように、作業工程や作業の実際の状況を正確に記録して、医薬品

メーカーに伝えることが必要であり、一方、医薬品メーカーは物流事業者が適切な管理業

務を行うように監督しなければならない。

医薬品メーカーが確実に現場の作業状況を把握する方法は、現場に自社の従業員を派遣

して随時に情報を把握することが考えられる。ジェネリック医薬品メーカーの F社は、物

流業務を物流事業者に委託しているが、業務を委託した物流事業者の物流センターに自社

の社員を常駐させて、医薬品の管理状況と作業状況を監督している。この場合、医薬品メ

ーカーはその分人件費がかかる。例えば医薬品メーカーが、自社の医薬品を物流事業者の l

カ所の物流センターに集中して保管する場合は人件費はさほどかからないが、物流事業者

の複数の物流センターに医薬品を分散して保管する医薬品メーカーは、そのぶん人件費が

かなり高くなってしまう。せっかく物流コスト削減のために物流業務を物流事業者に委託

しているものの、人件費の高騰やこのような従業員の管理の負荷が増加することも考えら

れる。
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一方、医薬品メーカーの従業員が物流センター内に常駐する場合、業務空間が必要とな

る。物流事業者は、物流のスケールメリットを図るために、複数の医薬品メーカーの医薬

品を一緒に扱うことが多い。この場合、物流事業者は各物流センター内に、各医薬品メー

カーの従業員の業務空間を用意しなければならないが、それは相当なスペースが必要とな

る。 H社の場合は 32社の医薬品メーカーの医薬品を管理しているが、全ての医薬品メーカ

ーに業務空間を提供することは現実的に不可能である。また、医薬品の消費量が増加する

ことによって、物流センターの保管場所が不足して、新たな物流センターの建設が相次い

でいるなか、物流センターを各医薬品メーカーの業務空間として利用するのは、物流セン

ターの非効率な利用方である。また、競合者同士の従業員が同じ空間で業務を行う場合、

お互いに企業機密漏れの恐れもある。

ここで、調査した医薬品メーカーの多くは、定期的もしくは不定期的に、物流センター

に自社の従業員を派遣して監査することで、物流現場で適切に医薬品を扱っているかを監

督している。G社の依頼主（医薬品メーカー）は物流業務を完全に G社に委託しているが、不

定期的に監査を行っている。 G社の依頼主の監査員が直接に G社の物流センターに訪れ、医

薬品の管理状況を確認する同時に、作業の確認用紙を確認しながら、従業員の作業状況も

確認している。

このように、医薬品メーカーは、従業員を長期的に現場に駐在させて、業務状況を確認

するか、もしくは定期的または不定期的に監査員を派遣して、現場の状況を確認させるこ

とで、医薬品の管理業務を物流事業者に丸ごと投げるのではなく、医薬品の品質と安全性

を確保するために、監督体制を取っている。

5.5 スケールメリットによる物流コストの削減

(1) プラットフォームの構築による保管コストと輸送コストの削減

J社は災害時にも医薬品の安定供給を維持するために、 3ヵ所にある 4工場の医薬品を全

国 14ヵ所の在庫型物流センターに分散して保管する体制をとった。これによって、たとえ

工場や工場周辺の物流センターが被災しても、ほかの地域の物流センターから医薬品を供

給することができ、災害時にも医薬品の安定供給ができる物流センターの体制を構築した

のである。

BCPのために建設した物流センターであるため、建物自体が耐震構造になっており、また

温度管理が厳しく求められている医薬品を扱っているため、温度維持のエアコンが停電に

よる使用停止にならないように自家発電設備を設置した施設が多い。こうした機能を備え

ている物流センターは多額の資金を必要としている。さらにこのような物流センターを全

国に 14ヵ所も確保することは、膨大な初期投資が必要であるし、常に温度管理が必要な医

薬品物流センターは日々の維持費用も大きくなる。 BCP対策を講じると同時に、膨大な初期

投資と日々に施設維持費用を回収するかが大きな課題となる。

施設の投資を回収する方法として、 一般的に考えられるのが施設の稼働率を高めること
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であるが、自社商品だけで足りない場合は、外販事業を拡大することが有効な方法として

考えられている。しかし、物流特性が異なる商品の保管業務を拡大すると、倉庫や物流セ

ンターの稼働率は高くなるが、商品の特性ごとに管理体制をそれぞれ構築しなければなら

ない。また扱う各商品の需要が変動する場合、保管場所の柔軟な調整ができなくなり、結

局商品によって保管場所が足りないとか、保管場所に無駄がでるといった問題が発生して

しまい、保管場所を効率よく利用できないといった問題が生じる。

このような問題を回避するために、 J社は積極的に外販事業を拡大するものの、扱う商品

のカテゴリーを絞った。商品の物流特性によって、保管場所を共通で利用できる商品、物

流センター内で同じオベレーションで商品をピッキング、仕分け、移動できる商品、納品

先が一致する商品、といった 3つの条件を満たす商品に絞るようにした。その結果、医薬

品、食品飲料、日用雑貨品に商品カテゴリーを絞った。

そして自社で、扱っていた商品品目に関して調査した結果、全社の売上の 10%以上を占め

る企業と解約しなければならなかった。長年に渡って取引を続いてきた企業との取引を止

めることは簡単で、はなかったが、物流の効率化を図るために、 3つの条件を満たさない商品

に関しては契約を切って、保管と輸送といった商品を扱う特徴が似ている商品にカテゴリ

ーを統ーした。

特に納品先が一致することに関しては、物流センターの稼働率とトラックの積載率を同

時に考慮した項目である。保管条件を一致すれば物流センターの稼働率が高くなるが、納

品先が遠く離れていると、共同配送する場合、遠回りしなければならないため、納品先に

よってリードタイムが長くなる可能性が高い。また、リードタイムを短縮するためにそれ

ぞ、れ輸送ルートを設計すれば、トータル輸送コストと、管理コストが高くなってしまう。

このため、 J社はトータル輸送コストの削減と、リードタイムを短縮するために、納品先の

一致を重視している。

3種類の商品の中でも医薬品に関しては、 J社が納品している医薬品卸売業者の物流拠点

が全国 400～500ヵ所あり、これは医薬品メーカーの納品先のほとんどをカバーしている。

J社の物流センターを利用する医薬品メーカーは、既に確立されたJ社の配送ルートにほぼ

そのまま合流させることが可能である。その結果、医薬品の納品先の一致率は 7割以上達

しており、各医薬品メーカーの輸送コストの削減にも寄与している550 

さらに、輸送コストの削減の一環でトラックの積載率を高めるために、 J社は重い商品と

軽い商品の詰み合せを重視している。J社は医薬品業界で輸液の 5割程度を扱っており、物

量で トップシェアを占めている。年間約 1,900万ケースに及ぶ輸液を扱っている。しかし、

トラックに輸液だけで満載すると重量超過になるため、輸液のみで積載率を高めることに

は限界がある。このため、既に確立された輸送ルートに、輸液と物流特性の同じ医薬品を、

また輸液の物流特性を補完する軽い医薬品を詰み合せることで、 トラックの積載率を高め

55流通研究社［2013b],44ページ。
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ている560

また、 一般的に医薬品は単価が高いためコスト負担力が高いと言われているが、輸液は

ほかの医薬品と比べて売上高物流コスト比率が極めて高い570 いかに納品先が一致するとし

ても、トラック I台に安価な輸液のみ詰めると、輸送コストの採算が取れない可能性があ

るため、同社はトラックの積載率を高める同時に、高価な医薬品と安価な医薬品の組み合

わせにも工夫している。

J社は医薬品の品目を絞って保管と輸送を行うことで、同社のヒアリング調査をする時点

で、同社の物流センターを利用している医薬品メーカーは、グ、ルーフ。企業も含めて 10社ま

で拡大しており、 2011年の事業開始から 2014年まで 3年連続で売上高は毎年 6%～8%上

昇し、利益率は 10%～13%上昇した。売上高の上昇率より利益率の上昇率が高く、同社の

医薬品プラットフォームのコスト削減効果が大きいことが分かる。

このように、 J社は在庫を分散化して災害時にも医薬品の安定供給ができる同時に、物流

の特性が似ている医薬品の共同保管と、輸送の補完性によってトラックの積載率を高める

ことで、物流コストの削減も実現している。

(2) 運送事業者同士の全国輸送ネットワークを活用した輸送コストの削減

医薬品の安定供給を維持するために物流センターを確保することも重要であるが、生産

した医薬品を全国の顧客に安定的に輸送することも重要である。しかし、医薬品メーカー

が自社で全国の輸送網と輸送機関を確保することはあまりにもコストが高い。また輸液以

外の医薬品は体積が小さいため、医薬品メーカー各社単独で輸送する際には満車にならな

い場合が多く、積載率が低いため医薬品の単位輸送コストが高くなりがちである。

一方、医薬品の輸送業界は、運送事業者の規模が小さく、全国の輸送ネットワークを一

社で抱える運送事業者も存在していなし＼0 一般的に医薬品は専門輸送が求められるため、

ほかの業界の輸送ネットワークを利用して共同配送することも難しい。このため、各地域

の医薬品専門の運送事業者がパートナーシップを結んで、医薬品の全国輸送ネットワーク

を構築して、全国各地域の医薬品を全国に散在する配送先に届けている。関東地区では主

に中央運輸、日本通運、日本運搬社が、近畿地区はリクサスともりか運送が、中部地区は

西濃運輸と飛騨運輸が、中園地区は岡山県貨物運送が、そして北海道は旭運輸が量ベース

で 9割以上を、北九州は博運社が、南九州は九州産交運輸が医薬品の専門運送事業者とし

て各医薬品メーカーの医薬品の共同配送を行っている（図 45参照）。

56流通研究社［2013b],4344ページ。

57 売上高物流コスト比率は、輸液が 7%に対し、 OTC医薬品が湖、ジェネリック医薬品が問、難病薬が 0.同

である。保高［2012b],76ベージ。
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医薬品全国輸送ネットワーク図 4-5
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出所：ヒアリ ング調査を基に作成。

医薬品メーカーが、自社で全国輸送網を確保することが難しい状況で、すでに形成され

ている輸送網を利用すれば、医薬品の全国輸送と安定的な供給が可能となる。しかし、各

地域の運送事業者とそれぞれ契約を結ぶのは管理負担が大きくなってしまう。ここで、調

査した企業の中で、多くは輸送業務を一つの管理会社に一元管理させることで対応してい

ることが明らかになった。

3PL事業者の H社と G社は、自社で運送会社を設立して輸送業務を一括管理させている。

H社は 2011年に医薬品輸送の専門運送会社を設立した。同社の専門運送会社は各地方の運

送事業者を利用して、各医薬品メーカーの商品を輸送している。 H社自社の専属庸車は東京

と大阪に 1台ずつだ、けで、これはあくまでも災害時対策として確保しているものであり、

ほとんどの輸送は同社の専門運送会社を通じて地方の運送事業者が行っている。

また、 G社は医薬品の輸送地域によって自社グループの運送会社と、これとは別の既に構

築されている全国輸送網を活用している。 G社は東京にある荷主の物流センターの業務を担

っており、グ、ループの運送会社の事業所は関東と大阪圏にあり、輸送で、カバーで、きる範囲

は関東と関西圏である。このため、関東と関西圏では自社グループの運送会社を利用して

いる。そして、自社グループの運送会社がカバーできない他の地域では、連携した各運送

事業者の輸送網を利用して輸送コストの削減を図っている。しかし、自社の運送会社でも、

各運送事業者でも、実際の配車業務に関しては、全てほかの会社に一元管理をさせている。

G社の配車業務を一元管理するこの会社はノンアセット型の 3PL事業者で、全国各地域の運

送事業者とアライアンスを組み、全国の共同輸送ネットワークを確保している。このため、

この 3PL事業者に輸送業務を委託することで、 G社の医薬品がほかの医薬品メーカーの医薬

品と共同配送されるため医薬品の単位当りの輸送コストの削減を実現している。さらに、 G
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社の配車業務を担当する 3PL事業者が多くの物流業者と連携しているため、この 3PL事業

者に輸送業務を委託することで、 ドライパー不足問題も解決で、きる。

以上のように、各医薬品メーカーは、医薬品の輸送に関しては全国の既にできた輸送網

を利用することで、その結果各医薬品メーカーの医薬品が混載して輸送することで、輸送

コストを抑えながら全国の顧客に安定的な医薬品を届けている。しかし、これに対して自

社輸送を行っている医薬品メーカーは、積載率が低いことで輸送コストが高くなることが

課題となる。ここから、輸送を一括管理する企業に委託して、全国の輸送網を利用するこ

とが、安定供給と輸送コスト削減に有効であることが分かる。

(3) ジェネリック医薬品の宅配便を利用した輸送コストの削減

新薬と比べてジェネリック医薬品は市場の需要も少ないため小口配送が必要であり、ま

た単価が安いため新薬よりもコスト削減への要請が強く求められている。小口の商品を短

いリードタイムで、なおかつリーズナブルな料金で輸送が可能なものとして宅配便が考え

られる。

今回のヒアリング調査によると、輸送コストを削減するために、 L社のグ、ノレープ会社の宅

配便を利用しているジェネリック医薬品メーカーが l社あった。 L社は自社グノレーフ。の L運

輸の全国配送ネットワークを活用して、小ロットのジェネリック医薬品の全国翌日配送を

低コストで、行っている。同社は、関東と関西にある 5ヵ所の大規模物流センターに医薬品

メーカーの医薬品を集約して、自社の宅配便に医薬品メーカーの医薬品を乗せて、 70ヵ所

のターミナノレと、 4000ヵ所の営業所を経由して全国の顧客に届けている。この場合、もち

ろん医薬品は一般の宅配便貨物と混載して輸送を行っているし、また各ターミナルや営業

所では貨物の積み替えを行っている。保冷や保温などの要請がある医薬品に関しては、自

社の保冷車を利用しているものの、医薬品といった貨物に対する特別な温度管理は行って

いない。 L社に輸送を依頼する医薬品は、特別な温度帯で保管すべき医薬品ではないため、

温度管理に関しては同社の対応で医薬品の品質を損なうことはない。

医薬品と比べて付加価値が低い一般の商品と医薬品を混載して輸送すると、輸送の途中

で高度な温度管理は難しくなる。低分子医薬品は構造の安定性が高いため、一般的に常温

で保管しても品質を損なわない医薬品もあるが、バイオ医薬品や、厳しい温度管理と衛生

管理が必要な医薬品に関しては、宅配便ではまだ対応できない。

また、宅配便を利用する場合は、多くのターミナノレや営業所で荷物の積み替え作業を行

わなければならないが、トラックの扉の開閉で車内温度が一時的に低下してしまう可能性

があるため、特に冬の温度がマイナスまで下がる東北一部の地域と北海道では一般の宅配

便用のトラックでは対応できなくなる。

そのほか、向精神薬や麻薬、覚せい剤など危険性の高い医薬品は、盗難されて悪用され

た場合に大きい社会問題を起こしてしまうため、ターミナルや営業所で、のセキュリティ管

理も宅配便を利用する際に解決しなければならない課題となっている。
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このように、コスト削減への要請が高いジェネリック医薬品において、輸送コストを削

減する方法として宅配便の利用は有効であるが、温度や湿度管理、衛生管理とセキュリテ

ィ管理など、まだ多くの課題を抱えているため、医薬品業界での利用はいまだに普及して

いない状況である。

(4) 3PL事業者の管理薬剤師を利用することによる人件費の削減

薬事法58によると、医薬品を保管する倉庫や物流センターには、温度や衛生管理に従事す

る管理薬剤師59が常駐することが義務付けられている60。このため、医薬品メーカーは、工

場だけではなく、倉庫や物流センターにも拠点ごとに管理薬剤師を常駐させなければなら

ない。それが、保管業務を外部委託した場合は、自社の管理薬剤師を現場に配置するとこ

ろが多い。医薬品メーカーが最終の販売責任を持っているため、製造から販売まで徹底的

な品質管理をしなければならない。しかし、管理薬剤師は拠点ごと配置される必要があり、

多拠点を兼用することはできない。医薬品メーカーは、拠点を多く抱えているため必要な

管理薬剤師も多くならざるをえない。

ここで、 3PL事業者の H社は自社倉庫で管理薬剤師を抱えて、医薬品メーカーの負担を軽

減している。同社が管理薬剤師を確保することは、 2005年の改正薬事法にも関係する。海

外の工場で製造した医薬品を日本で輸入販売する際には、国内倉庫で保管して表示ラベル

を貼付し、梱包する作業は倉庫業者が受託して業務を行った。このような業務が、 2005年

の改正薬事法後に、製造業の業務範囲に区分されるようになった。このため、顧客から医

薬品の「包装・表示・保管業務」を受託していた H社が、改正薬事法以降でも引き続きこ

れらの業務を受け取るためには、製造業の許可を取得する必要がでてきた。製造業の許可

を取得するには GMPに則った管理体制を整えることが必要となり、この管理体制の一つの

要件として、倉庫内で、医薬品の製造管理や品質管理業務の手順書に従って業務を行うため

の管理薬剤師を配置しなければならないのである（図 4-6参照） 610 

58 2014年 11月 25日の薬事法等の一部を改正する法律（2013年法律第 84号）の実施により、法律の名称が

これまでの「薬事法」から、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全’性の確保等に関する法律」に

改められている。厚生労働省ホームページ「薬事法等の一部を改正する法律についてJより。

59 管理薬剤師は、薬剤師のうち薬事法に基づいて薬局や一般販売業の店舗に、また薬種商販売業者におい

て、従業員の監督と、医薬品の適正な使用のための情報の提供、そして医薬品の副作用情報の収集と報

告等の業務を担う役職である。厚生労働省ホームページ「管理薬剤師等の責務の内容についてJより。
60 田中［2006],25ベージ。

61 内田［2006a],29-30ページ。
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図 4-6 2005改正薬事法による資格変化（H社の事例）

包装・表示・保管 包装・表示・保管

倉庫業 GSP 製造業 GMP

（管理薬剤師不要） （管理薬剤師必要）

出所：内田［2006a],29-30ページを基に作成。

つまり、 H社が従来のような業務を続けるためには、管理薬剤師を確保しなければならな

かった。このため、 H社は管理薬剤師を採用しはじめて、現在は全社で 10名の管理薬剤師

も確保して、 1カ所の物流センターに l名の管理薬剤師を配置している。その結果、同社の

物流センターでは複数の輸入販売業者から「包装・表示・保管J業務を委託している。 l名

の管理薬剤師が複数顧客の業務をこなせるため、顧客の経費を削減することができる。こ

のように、 H社が顧客を維持するために管理薬剤師を確保したことが、結果として医薬品メ

ーカーの人件費削減の効果をもたらした620 

6 本章のまとめ

本章は医薬品サプライチェーンの川上である医薬品メーカーの物流を研究対象として、

医薬品メーカーにおける物流効率化の重要性を分析して、物流の効率化を実現するために

解決すべき課題を明確にしたうえで、有効な対応方法について考察を行った。

医薬品は単価が高く、コスト負担力が高い。このため、医薬品メーカーは今まで物流コ

ストの削減を重視しなかった。しかし、度重なる薬価の引き下げや、ジェネリック医薬品

の使用促進、研究開発生産性の低下や、 2010年問題などによって医薬品メーカーの収益環

境が悪化するにつれ、収益改善における物流コスト削減の重要性が高まってきた。

一方、医薬品を取り巻く環境の変化によって、医薬品メーカーに従来よりも高度化した

物流が求められるようになった。日本は自然災害が多発するため、医薬品を製造する医薬

品メーカーは災害時にも医薬品の安定供給ができる生産体制と物流体制の構築が求められ

ている。そして、温度管理に対して日本よりも厳しく規制されている EUの医薬品を扱う際

には、 EUの新基準に従って物流業務を行わなければならない。顧客にこのような高度な物

流サービスを提供するためには、当然それに合致した物流コストがかかる。従来と比べて

収益状況が悪くなっている医薬品メーカーにおいて、物流効率化の実現はますます重要に

なってきた。

62 内田［2006a],30ページ。
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しかし、医薬品メーカーが物流の効率化を実現するためには、解決しなければならない

課題が残されている。例えば、顧客に高度な物流サービスを提供するためには、いかなる

状況でも医薬品の安定供給ができる物流システムの構築や、ジェネリック医薬品の安定供

給の確保、そして医薬品卸売業者など顧客に迅速に医薬品を届ける輸送システムの構築、

医薬品の安全性確保、積載率の向上による物流コストの削減などである。さらに、近年は

医薬品メーカーが物流コストを削減するために、積極的に物流の外部委託を行うようにな

っているが、医薬品メーカーにおいて物流の可視化問題が新たな課題として浮上してきた。

医薬品メーカーの物流の実態を把握し、このような物流の課題改善に向けた有効な方法

を探るために、多数の医薬品メーカーと、医薬品メーカーの物流を担う 3PL事業者に対し

てヒアリンク守調査を行った。今回の調査した内容を分析した結果、医薬品メーカー物流に

おける諸課題の有効な対応方法として以下のようにまとめることができる。

① 災害時にも医薬品を安定的に供給するためには、在庫の分散化が重要である。

② ジェネリ ック医薬品の安定供給には、需要予測の精度を高めることと、限られた在

庫を柔軟に調整することが重要である。

③ リードタイムの短縮と、医薬品の安全性確保には、先進的な物流技術と情報管理シ

ステムの活用が有効である。

④ 医薬品メーカーと 3PL事業者間の物流の可視化問題には、両者間の情報の共有と交

換が問題改善の効果を示した。

⑤ 物流の品質とコストのトレード・オフの関係を改善するには、物流の差別化と物流

の共同化が有効である。

日本は自然災害が多いため、生命関連商品を扱っている各企業において BCP対策を構築

することは極めて重要である。そして、医薬品メーカーにおいて、医薬品の安定供給のた

めの BCP対策として一般的に生産拠点の分散化が求められている。しかし、複数の生産設

備と生産工場を抱えることには巨額な初期投資が必要となり、それは医薬品メーカーに大

きい負担となる。災害時にも医薬品を安定的に供給でき、また初期投資も抑えるために、

多くの医薬品メーカーと 3PL事業者は、生産拠点を複数抱えるのではなく、工場で生産し

た医薬品を複数の物流センターに分散して保管するようにした。そして、多様な輸送ルー

トを用意し、物流センターは交通アクセスのよい場所に設置する。このようにして、災害

時にも医薬品の安定供給ができる同時に、安定供給のための投資費用を削減することもで

きた。

また、新薬よりも欠品が発生しやすいジェネリック医薬品の安定供給を維持するために

は、需要予測が極めて重要である。ジェネリック医薬品は原薬の調達難や、 市場の需要変

動が激しいことで在庫を多く抱えることが難しい。このため、ジェネリック医薬品の欠品

を防ぐためには、正確な需要予測のもとに適切な数量のジェネリック医薬品を生産するこ

とが必要で、ある。また在庫が限られた場合は、限られた在庫を柔軟に調整して欠品を防ぐ

ことも非常に重要である。
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そして、リードタイムを短縮するためには、医薬品を顧客の近くに保管することも一つ

の方法であるが、出荷作業の効率と正確性を高めることも重要である。作業の効率が向上

すると、その分出荷準備に必要な時聞が短縮される。また出荷ミスを防ぐと、返品と再配

達によりリードタイムが長くなることを防ぐことができる。作業効率の向上と、出荷精度

の確保には、作業員の業務の熟練度と多重確認も重要であるが、先進的な物流技術と管理

システムを活用することも必要不可欠である。同様に、医薬品の厳格な温度管理や、 トレ

ーサビリティ管理なども高度な物流技術と情報管理システムが必要となる。

医薬品メーカーが顧客に以上のようなレベル高い物流サービスを提供するためには、そ

れに対応した高い物流コストが必要となる。このため、医薬品メーカーは物流品質を確保

する同時に物流コストを削減するために、自社の物流業務を医薬品専門の 3PL事業者に委

託するようになった。ここで医薬品メーカーと 3PL事業者の間で物流の可視化問題が浮上

してきた。この問題の改善には、医薬品メーカーと 3PL事業者間の情報の共有と交換が重

要である。3PL事業者は物流現場の作業手順と温度確認状況などを医薬品メーカーが確認で

きるような形で提供し、そして医薬品メーカーは医薬品の管理業務を全て 3PL事業者に丸

ごと投げるのではなく、医薬品の品質と安全性が確保できるように、監督の役割を果たさ

なければならない。

最後に、医薬品メーカー物流の効率化を実現することにおいて、最も重要なサービスと

コストのトレード・オフ関係の改善には、物流の差別化と共同化が有効であることが今回

の調査から分かつた。

ここでいう物流の差別化は、医薬品の商品特性や経済性によって、それぞれ適切な物流

サービスを提供することである。医薬品は生命関連商品であるため、温度や湿度、衛生や

安全性などへの要請は一般の商品よりも高い。このため、全ての医薬品に関して品質確保

ができる物流サービスを提供しなければならない。しかし、医薬品のなかでも、極めて厳

しい温度帯での管理が必要な医薬品もあれば、そうでもない医薬品もある。また、医薬品

のなかでも付加価値が高い商品もあれば、そうでもない商品もある。このため、医薬品ご

とに品質管理と経済性のバランスをとった管理をする必要がある。

例えば、温度変化の影響を受けやすいバイオ医薬品や治験薬などに関しては、医薬品を

保管倉庫からトラックに運搬する際にも外気の影響で変質する可能性が高いため、保冷ボ

ックスに入れて保管から輸送途中、そして荷役の際にも一定の温度帯で管理しなければな

らない。このような医薬品と比べて、より安定性のよい低分子医薬品は、常温のトラック

で輸送するか、医薬品や地域の気温変化によって保冷車を利用する。また、新薬よりもコ

ストの負担力が低いジェネリック医薬品に関しては、品質が確保できる前提条件で医薬品

の専用車を利用するよりも宅配便を利用して輸送コストを削減することが可能で、ある。こ

のように、医薬品の商品特性や経済性によって、それぞれ異なるサービスを提供すること

で各医薬品の求める品質確保ができる同時に、物流コストの削減もできる。

そして物流の共同化であるが、この方法は医薬品メーカーの物流コスト削減に大きく寄
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与している。医薬品メーカーは、いかなる状況でも医薬品の安定供給を維持するために、

医薬品を分散して保管する必要がある。このような物流体制をとるには、全国を網羅する

物流センターネットワークと、全国の顧客に医薬品の供給ができる輸送網を確保しなけれ

ばならない。しかし、このような物流システムを構築するには膨大な設備投資と運営費用

が必要となり、医薬品メーカーl社で投資、利用することは非常に効率が悪い。このため、

医薬品メーカー各社は、積極的に物流の共同化を行っている。

3PL事業者に物流業務を委託する医薬品メーカーは、物流センターやトラックといった設

備への投資が必要ないため、そのぶん投資費用を削減できる。また、多くの 3PL事業者で

は、複数メーカーの医薬品を共同で保管して、保管場所の利用率を高め、人件費を削減す

ることで、医薬品の単位保管コストを削減することができて、それが医薬品メーカーの物

流コスト削減につながる。

また、輸送に関しては、各地域の医薬品専門の運送事業者同士で全国の輸送網を構築し

ているため、 3PL事業者も、さらには自社物流を行う医薬品メーカーも、この輸送網を利用

している。このように、実際に全国の医薬品メーカーが共同配送を行っていることで、医

薬品の単位当りの輸送コストが削減され、各医薬品メーカーの輸送コストが抑えられてい

る。

このように、各医薬品メーカーは、他社との競合で優位性を保つためには、コアビジネ

スの新薬開発の差別化を図っているが、非コアビジネスである物流に関しては、コスト削

減を目的と して、 積極的に業界内で物流の共同化を行っている。
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第 5章 医薬品卸売業の物流機能の強化

1 本章の研究目的

本章では、医薬品サプライチェーンの川上と川下をつなぐ中間流通業者である医薬品卸

売業者の物流を研究対象とする。医薬品流通市場において医療用医薬品が 9割以上を占め、

その中でほとんどが医薬品卸売業者経由する。そのため、医薬品サプライチェーンにおけ

る物流効率化の研究を行うためには、医薬品卸売業界の物流の実態を把握することが必要

不可欠である。

医薬品卸売業者は 2000年代半ばまで経営統合が行われ、上位4社が 8兆円を超える医療

用医薬品市場の 8割以上を占め上位集中度が極めて高くなっている。 4社ともフルラインの

医薬品を取り扱っており、販売のための全国ネットワークを有して企業間で激しい競争が

行われている。これまでは取り扱っていた医薬品や販売地域が異なっていたため、直接的

な競争を回避することが可能で、あったが、メーカ一系列化の崩壊と経営の広域化により医

薬品卸売業者間で直接的な競争が避け難くなった。

こうしたなかで医薬品卸売業者にとって重要となっているのが物流の差別化である。医

薬品卸売業者は、物流の差別化を図ることで競争優位性を確保しようとしている。そのた

め近年、大手医薬品卸売業者各社では物流の差別化を図るために、インフラの整備や情報

システムの統合、配送体制の見直しなど、物流の改善に積極的に取り組んでいる。そ して

このような取り組みは、物流効率化における諸課題の改善を目的としている。

医薬品の商品特性によって、医薬品物流にも業界独特の課題を抱えている。医薬品とい

う商品には①社会性・公共性が高い、②有効性・安全性および品質の確保が必要、③外観

だけで商品特性が明示できない、④疾病・治療の多様化に対応して、多品種・少量生産、

⑤需要予測が困難で、使用には緊要を要する、といった特徴を持っている。このため、医

薬品の物流業務を行なう際には、①品質や有効性・安全性を確保する、②安全かっ安定的

供給を行なう、③多種多様性に対応する、④専門的知識・能力を持つ、⑤医薬品情報を収

集・提供する、⑥迅速・的確に供給する、⑦経済的・効率的に供給する、といった諸課題

に対応しなければならなし例。単に保管だけではなく、流通過程でも厳しい品質管理が必要

となり、し1かなる状況でも安全な医薬品を正確なお迅速に安定供給できるレベル高い物流

サービスを低コストで提供することが求められている。

さらに、近年医薬品業界を取り巻く環境の変化によって、医薬品物流に求められるサー

ビスの品質は一層高くなっている。医薬分業の進展は医薬品卸売業者の納入先の分散化を

もたらし、このため多頻度小口配送サービスへの要請が従来よりも高まっている。また薬

価の引き下げや、取引環境の悪化により医薬品卸売業者の収益状況がますます厳しくなり、

従来のように高コストの物流体制を維持することが難しくなっている。そのため、医薬品

卸売業者各社において、従来よりも高品質の物流サービスを低コストで提供できる物流シ

63 日本医薬品卸連合会［2015］より。
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ステムを構築することが極めて重要になっている。

本章では、大手医薬品卸売業者が物流効率化を実現するにおいて、直面している諸課題

を改善するためにいかに物流システムを構築しているのかを明らかにする。こうした目的

を達成するために、主要な大手医薬品卸売業者に対するヒアリング調査を実施して、医薬

品卸売業者における物流の実態を把握し、さらに今後の方向性を明確にする。

2 医薬品卸売業者の収益構造と物流コスト削減の重要性

2. 1 利益率の低水準での推移

近年、医薬品卸売業者の営業利益率は極めて低い水準で推移している。 2008年にリーマ

ンショックの影響を受けて、医薬品卸売業者の営業利益率は 2007年の 1.12%から2008年

には一気に 0.29%まで転落した。その後、多少回復傾向にあるが、やはりリーマンショッ

ク前の水準には回復せず、 1%未満の低水準で推移している。一般的に医薬品はほかの商品

と比べて付加価値が高いため、営業利益率も高いと考えられる。しかし、実際に医薬品卸

売業者の営業利益率をみると、卸売業界平均と比べても低い水準であり、特に利益率が低

下した 2010年には 0.13%まで低下し、業界平均の 10分の l程度に過ぎなし、（図 51参照）。

図 5-1 卸売業全般と医薬品卸売業の営業利益率の比較
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出所：経済産業省、各年度「企業活動基本調査確報j，医薬品卸連合会ホームページ「医薬品卸業の経営概

況（平成 27年版）J，川口［2014],29ページを基に作成。

61 



2.2 売上高の伸び悩み

医薬品卸売業は長期にわたって低い営業利益率で推移してきたが、各企業の売上規模が

大きいため、利益額はある程度確保できていた。医薬品卸売業者上位 4社の売上高をみる

と、各社とも I兆円を超えており、ほかの業種に比べて売上規模の大きい企業が多い。2014

年度の卸売業全体売上高ランキングをみると、医薬品卸売業者 4社はそれぞれ l位、 2位、

4位、 7位と、 4社ともランキング上位を占めている（表 5-1参照）。

表 5-1 卸売業上位 10社の売上高ランキング（2014年度）

順位 社名 業種 売上高（百万円）

1 メディパルホーノレディングス 医薬品 2,872,905 

2 アルフレッサホールデ、イングス 医薬品 2, 421, 162 

3 ＝菱食品 食品 2,337,252 

4 スズケン 医薬品 1,969,689 

5 日本アクセス 食品 1, 784,099 

6 国分 食品 1,603,433 

7 東邦ホールデ、イングス 医薬品 1, 162, 148 

8 加藤産業 食品 771, 514 

9 ＝井食品 食品 753, 789 

10 日本出版販売 書籍など 661, 096 

出所 ：日経流通新聞［2015/08/05],1ページより引用。

しかし、度重なる薬価の引き下げや、ジェネ リック医薬品の使用拡大などにより、売上

高の伸び率は低下する一方である。医薬品卸売業界の売上高伸び率の変化をみると、2005

年度の 10.4%から低下し続けている。特に、 2014年度には長年のプラス成長から、一気に

マイナス成長に大きく状況が変わった。2013年までは、医薬品を取り巻く環境の変化によ

り、医薬品卸売業界の売上高の伸びは鈍化してきたものの、これまでプラス成長を続けて

きた。しかし、 2014年度には初めて売上高が減少したのである （図5-2を参照）。
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図 52 医薬品卸売業界の売上高の伸び率の推移
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出所：日経流通新聞，各年度の 「日本の卸売業調査」を基に作成。

医薬品卸売業界の売上高がプラス成長から 2014年度のマイナス成長に変わった原因とし

て、 2014年 4月の消費税率 8%引き上げ前の駆け込み需要の反動や、ジェネリック医薬品

市場の急速な拡大などが挙げられている6¥

医薬品の売上高に直接に影響する薬価のマイナス改定と、ジェネリック医薬品市場の拡

大はしばらく続くことから、今後医薬品卸売業界の売上高が大きく伸びることは簡単にで

きないと考えられる。そして、医薬品卸売業界の低い利益率に加えて、売上高さえその伸

びが停滞していることから、各医薬品卸売業者の収益はこれからさらに減少していくもの

と推測できる。

2. 3 物流インフラ投資費用の拡大

医薬品卸売業の市場規模と営業利益率の成長が停滞しているなか、医薬品卸売業者各社

が収益を確保するためには、市場シェアの拡大とコスト削減が重要になっている。そのた

め、大手医薬品卸売業者各社は、顧客獲得を目的とした物流サービスの差別化と、コスト

削減を目的とした物流効率の向上を同時に実現できる物流システムの再構築に進めている。

物流センターネットワークの再構築から輸送体制の見直しまで、物流システムを全般的に

改革しはじめた。このような新たな物流体制は、顧客の獲得や物流コスト削減に大きく寄

与するが、再構築に伴う初期投資も極めて大きい。

2013年度の全業種の設備投資額をみると、個別企業の設備投資の最高額は、医薬品卸売

64 ミクス Online[2015/08/07］より。
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業者メディパルホールデイングスで 247億 4300万円、 2012年度に比べて 16.1%も増加し

た。また、上位 5社のうち 3社が医薬品卸売業者で、 3位はスズケンの 139億 4100万円、 4

位は東邦ホーノレディングスの 138億 9500万円となっている。各社とも当年度の医薬品卸売

事業の営業利益を上回る大規模な設備投資を行っている（表 5-2参照） 65 0 

表 5-2 医薬品卸売業界上位4社の設備投資状況（2009-2013年度）

2009-2013年度の 2013年度の 2013年度の

ネ土名 物流センター投資総額 設備投資額（百万円） 医薬品卸売事業の

（百万円） 営業利益（百万円）

メディパルホーノレディングス 39,400 24, 743 19,500 

アルフレッサホールデ‘ィングス 17,600 32, 700 

スズケン 22,000 13,941 11, 800 

東邦ホールディングス 22, 100 13,895 11, 400 

出所：保高［2015],91ページ、日経流通新聞［2014/08/06],3ページ、 PharmacistMagazine[2014/05/23] 

を基に作成。

そして、業界大手各社の物流改革に費やした費用とこれからの投資計画をみると、この

ような巨大な投資はしばらく続く ものと考えられる。例えば、医薬品卸売業界 2位のアル

フレッサホールデ、イングスは、 2009年公募増資により調達した約 340億円のうち 255億円

を全国 5ヵ所に開設する最新鋭の物流センターの建築費に充てた66。そして 2010年 4月か

ら2013年 3月の中期計画では、設備の整備などに総額 1000億円を投資し、その中で物流

センター構築など卸売事業に 500億円を投資すると公表した670 また、 2015年度中に稼働す

る大阪の物流センターは 建物を合わせて総投資額が210億円にも達している680 

また、業界 l位のメディパルホールデイングスは、都市部に 13ヵ所の中規模物流センタ

ーと、その補完機能を持つ物流拠点を多数設置する物流計画を立てている。これまで、中

規模物流センター6ヵ所と補完機能を持つ物流拠点 41ヵ所が稼働しているが、 2013年まで

中規模物流センターに投資した金額だけで 394億円に上る690 そして、 2015年 3月期から

2017年 3月期までの中期事業計画では、 1260億円の設備投資を計画しており、うち医療用

医薬品卸売の物流関連に 760億円を投じ新型センターを開設する計画である700 

このように、医薬品卸売業者各社では、グ、ループの全体最適を図って物流センターネ ッ

トワークの再構築を行っているが、それに伴うインフラ整備には巨額な投資が必要となる。

“日経流通新聞［2014/08/06］より。

66渡遺［2010],28ページ。

67保高［2010a],73ページ。

印日本経済新聞［2015/08/18],14ページ。

69物流ニュースの LNEWS[2015/01/16］より。

70流通ジャーナル［2014/05/26］より。
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医薬品卸売業者各社の売上高の伸び悩みと、利益率の低水準での推移により、収益状況が

悪化しているなか、いかに経営を維持しながら膨大な投資額を捻出するかが各社の喫緊の

課題になっている。したがって、医薬品卸売業者各社において、収益力を上げる大きな手

段と言える物流コストの削減は極めて重要になっている。

3 医薬品卸売業者の物流の変化と課題

3. 1 安定供給の維持

日本はほとんどの医療用医薬品が医薬品卸売業者を経由しており、医療機関や調剤薬局

に販売されている。医薬品流通ノレートのこのような特徴は、日本の独特な医薬品流通と医

薬品の商品特性が深く関係している。

薬価基準に収載されている医療用医薬品は約 1万 6千品目あり、医療施設は病院と診療

所（歯科診療所を除く）、そして調剤薬局を含めて約 16万 6千軒に達する。つまり、日本の

医薬品流通業者には 1万6千品目に及ぶ医療用医薬品を全国の 16万 6千ヵ所の医療機関や

調剤薬局などへ安定的に供給するように求められている。そして、日本の医薬品卸売業者

は、既にこのような世界に類のない 「毛細血管型」の流通モデ、ルを確立している710

医薬品流通状況をみると、 2012年度の医療用医薬品流通市場の規模は 8兆円以上に達し

ているなか、 97%が医薬品卸売業者を通して販売されている72。このようにほとんどの医療

用医薬品が医薬品卸売業者を経由しているため、医薬品卸売業者が安定的に医薬品供給を

行うことが、日本の医療品質を確保することにおいて極めて重要である。

また、これからも医薬分業がしばらくは進展することが予想され、それにしたがって医

薬品卸売業者の納品先の数はさらに多くなると考えられる。また、ジェネリック医薬品市

場も拡大すると、 医薬品の種類も一層多くなる。したがって、医薬品流通市場では今以上

に「毛細血管型」の物流が求められる可能性が高い。そうすると、医薬品流通を担ってい

る医薬品卸売業者においては、現在よりも種類が多い医薬品を、さらに多くの医療機関や

調剤薬局に供給する必要がある。このように医薬品卸売業者の供給環境が変化しでも、医

療品質の確保と、 医薬品卸売業者が持つ社会責任から、医薬品卸売業者には従来と同じく

安定的な医薬品の供給ができる物流体制の構築が求められている。

3.2 多頻度小口配送とリードタイムの短縮

医薬品卸売業者の医療用医薬品の販売先別のシェアをみると、 2012年に病院が約 3割、

調剤薬局が 5割以上となっており、 両者で合計8割以上を占めている73。そして、病院と調

71 厚生労働省［2013a],45ページと厚生労働省［2014d]'8ページ、厚生労働省［2014e],5ページ、日本製薬

工業協会［2014],43ページより。

72 日本医薬品卸売業連合会［2015］より。

73 2012年度、医薬品卸売業者の医療用医薬品の販売先別シェアは、調剤薬局が 51.8%を、その次が病院で

27. 7%、そして診療所が 19.7%を占めている。そして、 1992年から 2012年まで 20年間の販売先別のシ

ェアの変化をみると、調剤薬局は5.2%から 51.8%まで年々増加している。一方、病院は61.捌から 27.7% 

まで、診療所は 32.9制ミら 19.7免まで減少してきた。自本医薬品卸連合会ホームページ 「医療用医薬品の
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剤薬局の数の変化をみると、病院は 2006年の 8,943施設から 2013年には 8,540施設と 403

施設減少した。これに対して、調剤薬局は 51,952施設から57,071施設と 5,119施設も増

加している（図 5-3参照）。

図5-3 病院と調剤薬局の数の変化

＋ 病院 事調剤薬局

（施設）
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出所：厚生労働省，各年度の「衛生行政報告例の概況Jと「医療施設調査・病院報告の概況jを基に作成。

調剤薬局は病院と比べると保管スペースが狭い。日本薬剤師会は、 1997年に「薬局のグ

ランドデザイン」を策定し、医薬分業の進展によって調剤薬局の在庫が多くなる可能性を

考慮して、調剤薬局にパックヤードを造ることを提案した。しかし、結果として現在5万7

千施設以上ある調剤薬局の中で、パックヤードを持っているところは約 1000ヵ所程度に留

まっている。また、近年新たに開設した調剤薬局は都心に集中する一傾向があり、都心の調

剤薬局はパックヤードを確保することはさらに困難である740

こうした状況のなかで調剤薬局は、在庫を最小限に抑えて必要な分だけ発注する傾向を

強めているc 結果として、医薬品卸売業者に対して品揃えへの強化や在庫の肩代わりを求

めるようになっている750 

そして、数が減少する病院は、経営状況が悪化するにしたがってコスト削減を重要視す

るようになり、こうしたコスト削減の一環として医薬品の在庫削減が行なわれてきた。医

薬分業の順調な進展と度重なる薬価の引き下げなどによって、薬価差益で病院の経営を維

販売先別シェアの推移」より。

74 日本薬剤師会［2014],1033ページ。

75 内田［2006b],33ページ。
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持してきた病院は経営が困難となり廃業を余儀なくされ、このため病院の数は年々低減し

ている。こうしたなかで、経営を維持するために在庫削減を積極的に行なう病院は、医薬

品卸売業者に対してきめの細かい配送サービスとリードタイムの短縮を求めるようになっ

ている。

このように、医薬品卸売業者の納品先は、在庫を多めに抱えることができない調剤薬局

が増加し、病院も在庫を多く持たなくなっている。こうしたなかで医薬品卸売業者は従来

よりも多頻度で、小口の配送と、短いリードタイムで医薬品を供給できる物流体制を構築し

なければならなくなっている。

3.3 医薬品の品質管理

医薬品は商品特性から、流通段階でも徹底的な品質管理が必要となる。そのために法律

による規制のほか、業界団体による自主規範も存在する。医薬品卸売業界では、医薬品の

供給及び品質管理に関する実践規範 (JapaneseGood Supplying Practice、以下 JGSPと略）

が定められ、貯蔵法や温度の指定など医薬品品質の確保に関連するさまざまな項目が明記

されている。特に医薬品の品質確保において最も重要な温度に関しては、明確に温度帯を

区分して保管するように求めている760 

JGSPの温度帯は、室温、冷所、冷蔵、冷凍の 4つに区分されている。室温はこのなかで

1℃～30℃であるため、国内の多くの地域では夏場は冷房が必須で、冬場には凍結の恐れが

あるため暖房する必要がある。また、最近では、マイナス 15℃以下で保存しなくてはなら

ないオーファンドラッグが販売されている。このように、特別な管理が必要な医薬品は、

今後の再生医療やバイト医薬品の開発により、さらに増加することが予想されている。こ

うした特別管理が必要な医薬品について、その製品特性に応じた供給体制整備をさらに強

力に推進することが求められている（表 5-3参照） 77 0 

表 5-3 JGSPにおける温度区分保管

分類 保管温度 保管設備

室温 1℃～30℃ 医薬品倉庫

冷所 15℃以下 冷所室

冷蔵 2℃～5°C 冷蔵室

冷凍 0℃以下 冷凍室

出所．日本興亜損保［2013］より引用。

温度管理以外に、返品商品の品質確保も重要である。医療機関や調剤薬局から医薬品卸

売業者に返品される医薬品のなかに、間違って注文したり、配達してしまったものや、医

76苦瀬［2009],89ページ。

77 日本興亜損保［2013］より。
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療機関で使用を停止する医薬品などがある。医薬品の品質に問題があって返品された医薬

品を除くと、返品された医薬品は再度ほかの医療機関や調剤薬局で使用するために配送さ

れる場合がある。このため、返品してきた医薬品の品質を確保することは非常に重要であ

る780

3.4 医薬品の在庫削減

医薬品卸売業者は営業利益率が 1%未満で推移しているが、物流費用を含めた販管費率は

平均で 5百以上となっている。このため、医薬品卸売業者の経営改善において、物流コスト

の削減は極めて重要となる 790 

日本ロジスティクスシステム協会が、 2013年度に企業 188社に対して 2012年 1年間で実

施したコスト削減策について調査した結果、「積載率の向上Jが 118社、「在庫削減Jが 107

社、およそ半分以上の企業が物流コスト削減のために積載率の向上と在庫削減を行ってい

る。このように多くの企業が行っていることから分かるように、輸送コストの削減と在庫

削減は重要な物流コスト削減策の一つである800 

一方、医薬品業界をみると、医薬品の安定供給は極めて重要であり、安定供給のために

は医薬品の欠品を防ぐことが強く求められており、このため十分な在庫を確保する必要が

ある。その結果、医薬品の過剰在庫を抱えてしまう可能性が高くなる。つまり、物流コス

ト削減において在庫削減は非常に重要であるが、医薬品業界は他の業界と比べると容易に

削減できない。

さらに、近年は医療機関や調剤薬局が仕入先を絞る傾向があるため、これに対応して医

薬品卸売業者は医薬品のフルライン化を進めている。医療機関や調剤薬局が使用する医薬

品の種類が異なっているために、医薬品卸売業者は地域ごとに物流センターを設置してす

べての顧客に対応できる医薬品の種類と数量を確保しなければならない。このため取扱う

医薬品の種類が多くなり、医薬品ごとに精密な需要予測をして適切な量を確保することは

容易ではない。こうしたなかで欠品はできないため、在庫を多めに抱えてしまう可能性が

高く なる。

また、ジェネリック医薬品の使用促進によって、医薬品卸売業者が抱えるべき医薬品の

種類はさらに多くなっており、医薬品卸売業者の在庫はさらにいっそう多くなる恐れがあ

る。 こうして、 医薬品卸売業者がこれから在庫削減を行うことはますます難しくなること

が予想されるのである。

このように、医薬品フルライン化の進展やジェネリック医薬品市場の拡大などで、医薬

品卸売業者で取り扱う医薬品の品目は従来よりも多くなっており、このため過剰在庫をさ

78病院では、各医師のこだわりで使用される医薬品が多くある。このため、その医師が離職、もしくは定

年退職すると、当該医薬品を使用する医師がいないため、病院では当該医薬品の注文を停止する。また、

病院に残っている当該医薬品は医薬品卸売業者に返品する場合がある。

79保高［2010a],70ページ。

即日本ロジスティクスシステム協会［2014］より。
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らに抱えやすくなっている。一般の商品と異なって医薬品には欠品が絶対に許されないた

め、過剰在庫に陥りやすい環境のなかで、いかに欠品防止と在庫削減を同時に実現するか、

つまりこの二つのトレード・オフの関係を解決できる物流体制を構築することが重要な課

題となっている。

4 ヒアリング調査の概要

4. 1 調査の目的と調査先の選定

医薬品を取り巻く市場環境が変化したことにより、医薬品卸売業者における物流機能の

重要性が高まっている。一般的に医薬品は代替性がないため欠品と誤配は絶対に許されな

い。また、医薬品は通常需要予測が困難で緊急性を要するため、臨時の緊急配送が多く、

極めて短いリードタイムが要求される。さらに近年の医薬分業の進展によって、多頻度小

口の配送サービスの必要性が一層高まっている。

今回の調査では、競争が激化している医薬品卸売業者が、以上のような顧客ニーズ、に対

応するために、いかに物流システムを構築しているのかを明らかにする。さらに医薬品の

安定供給やリードタイムの短縮、医薬品の品質確保や在庫削減といった一連の物流課題を

改善することにおいて、し1かなる効果をもたらしているのかを明らかにする。

医薬品流通市場は上位集中度が極めて高い。上位 3社の合計売上高が医薬品流通市場の 7

割以上を占めている。そして収益環境の悪化や物流環境の変化に対応するために、業界全

体で物流システムの改革に乗り出しているが、その中でもこの上位 3社は積極的な活動を

繰り広げている。このため、課題を抱える医薬品卸売業者の物流の動向を把握するために

は、この 3社への調査が必要となる。そこで調査対象としてこの大手 3社を選択した。そ

して、調査先の希望によって実名を公表することができないため、本章では M社、 N社、 P

社の仮名を使用して 3社に対するヒアリング調査の分析結果を整理する。調査対象の概要

については表 54に示されている。

表 5-4 調査先の関連情報

社名 対応部署 物流の特徴

－事業内容 ：医薬品、医薬部外品、試薬、医療機器等に

M社 神奈川統括営業部 関する総合卸売業

・売上高ベースで、医薬品流通市場の約 30%を占める

－事業内容：医療用医薬品、医療機器、医療用検査試薬、

N社 営業企画部 介護用品、健康食品、一般用医薬品等の卸売販売

－売上高ベースで、医薬品流通市場の約 25%を占める

・事業内容：医療用医薬品、試薬、医療用機器、医療材

P社 SCM本部 料、食品などの販売、ならびに医療用機器の開発製造

・売上高ベースで、医薬品流通市場の約 20%を占める
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4.2 調査項目の設定

医薬品卸売業者が、物流の効率化を実現することにおいて改善すべき課題として、主に

医薬品の安定供給、多頻度小口配送やリ ー ドタイムの短縮、保管から輸送まですべての流

通過程で医薬品の品質確保と、物流コスト削減の一環としてトータル在庫の削減などが挙

げられる。各調査先の物流システムが、このような課題の改善にどのような効果をもたら

しているのかを調べるために、課題別に質問項目を作成した（表 55参照）。

表 5-5 ヒアリング調査の質問項目

課題 質問内容

Ql. 医薬品の欠品を防止し、同時に過剰在庫を削減するためにどのよ

安定供給と うな対策を立てているのか。

在庫削減
Q2.医薬品の需要予測は非常に困難であると聞いているが、適正在庫

を確保するためにどのような需要予測の仕組みを構築し、そしてど

のよ うな在庫管理システムを導入しているのか。

Q3. 医薬品物流において多頻度小口配送への要請がますます高まって

いるが、どのように対応しているのか。

多頻度小口配送と
Q4.リードタイムを短縮するために、どのような輸送体制を構築してい

リー ドタイム短縮
るのか。

Q5.物流センター内で作業の正確性と効率化、そして出荷の精度を高め

るためにどのような対策を立てているのか。

Q6.医薬品の品質管理において一番難しいのが温度管理と聞いている

品質管理 が、どのように対応しているのか。倉庫内と輸配送途中でそれぞれ

どのように温度管理を行っているのか。

5 ヒアリング調査の分析結果

本節は、物流効率化の実現において改善すべき諸課題に対して、各調査先で取り組んで

いる仕組みについて分析した結果を整理したものである。

各調査先に対して第 4節で整理した質問項目どおりヒアリング調査を行った結果、同じ

課題に対する各社の対応方法は必ずしも同じで、はなかった。今回の調査先 3社は、企業規

模も扱っている医薬品の種類なども大きい違いはなかったものの、物流サービスの差別化

を図るために、各社独自の管理方法や情報システムも導入していた。

本節では、各調査先の様々な取り組みの中で、諸課題の改善に有効であると考える対応

方法を選択して説明する。 このような改善方法は、 3社とも取り組んでいるものもあれば、

特定の調査先のみ導入している方法もある。一般性の言える方法も、特殊性を持っている
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方法も、いずれも今回の調査でその有効性が証明されているため、医薬品卸売業者が物流

効率化を実現することにおいて、一つの方向性を示していることは明らかである。

5. 1 在庫配置の適正化による欠品防止とリードタイムの短縮

従来、医薬品卸売業者は各営業所に在庫を抱えて、営業所から病院や調剤薬局へ医薬品

を供給する体制をとっていた。しかし、医薬分業の進展によって、医薬品卸売業者の主な

納品先は調剤薬局になってきた。調剤薬局は、病院よりも多種類の医薬品が必要とする。

一方、病院は薬価の引き下げ政策による薬価差益の縮小で収益が減少した。このため、仕

入れ先を集約することで価格交渉力を高めようとしている。その結果、医薬品卸売業者に

は従来よりも多種類の医薬品の在庫を求めるようになっており、在庫スペースが狭い営業

所では対応しきれなくなった。

今回調査した医薬品卸売業者 3社は、病院や調剤薬局への医薬品供給の欠品を防ぐため

に、物流センターネットワークを再構築している。そこで、各社が医薬品の安定供給にお

いてどのような問題に直面し、新たな物流センタ一体制がこのような問題解決にどのよう

な効果をもたらしているのかを明らかにする。

(1) 在庫の中間集約による納品率の向上とリードタイムの短縮

M社はこれまで首都圏の東京と埼玉、関西圏の大阪の 3ヵ所に設置された郊外型広域物流

センターである大規模物流センターを中核として、全国に約 300ヵ所の営業所を配置する

体制をとっていた。ほとんどの医療用医薬品はこの大規模物流センターより各地域の営業

所を経由し、医療機関や調剤薬局に納入されていた。各営業所は医療機関や調剤薬局から

注文を受けるが、営業所に在庫がある場合は顧客へ直接納品をしていた。営業所に在庫が

ない場合は、大規模物流センターから営業所に医薬品を調達し、営業所より顧客に届ける

仕組みだった。

しかし、営業所は保管スペースに限界があるため大量の在庫を抱えることは不可能であ

る。医療機関や調剤薬局が医薬品のフルライν化への要請が高くなるとともに、営業所の

欠品率も高くなる。また大規模物流センターから調達することになると、大規模物流セン

ターは顧客から遠距離に立地して営業所を経由するため、リードタイムが長くならざるを

えなかった。

このような問題を解決するために、 M社は新たに分散型の物流センターを設置する物流ネ

ットワークを導入した。郊外に配置された大規模物流センターの在庫と、顧客に近く配置

された営業所の在庫を、これらとは距離的に中間にある新たな中規模物流センターに集約

したのである。

つまり、顧客の注文に対応する物流拠点を、従来の営業所から中規模物流センターに変

更したのである。医薬品の保管スペースが狭くて大量の在庫を抱えることができなくて、

よく欠品が発生していた営業所と比べて、新設した中規模物流センターは 2万品目前後の
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